（別紙１）
長野県立歴史館喫茶室カウンタースペースの貸付けに係る応募資格関係書類送付書
令和８年　　月　　日
長野県立歴史館長　小松　健一　様
申込人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当部署　　　　　　　　　　　　　　　
担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　長野県立歴史館喫茶室カウンタースペースの貸付けの募集について、応募を予定しているため下記のとおり資格関係書類を提出します。
　なお、応募資格の確認のため、貴館が長野県警察本部に照会することについて承諾します。
記
提出書類
　　下記の「提出書類欄」に「○」表示がある書類を提出します。
	提出
書類
	書　　類　　名
	法人
	個人
	摘要

	
	①
	法人登記簿謄本
(発行後３か月以内のものに限る。)
	○
	
	現在事項全部証明書

	
	②
	住民票記載事項証明書
(発行後３か月以内のものに限る。)
	
	○
	

	
	③
	長野県税の納税証明書
(未納の県税徴収金がない旨の証明。発行後３か月以内のものに限る。)
	○
	○
	

	
	④
	役員等一覧（別紙２）
	○
	○
	

	
	⑤
	身分証明書（写し）
	〇
	〇
	・個人の場合は顔が確認できる身分証明書
及び、住民票記載事項証明書
・法人の場合は登記事項証明書
・団体の場合は規約等及び代表者に関する県または、
市町村長が発行する身分証明書

	
	⑥
	誓約書（別紙５）
	○
	○
	代表者名で作成、代理人名は不可。
維持管理業務を維持管理者に行わせる場合には維持管理者のものも提出

	
	⑦
	委任状（別紙３）
	△
	△
	代理人が公募型見積合わせを行う場合に限り提出

	
	⑧
	許認可等を証する書類
	△
	△
	許認可等を要する場合に限り提出

	
	⑨
	事業（利用）計画書
	〇
	〇
	


　　※　提出する書類について、「提出書類」欄に「○」を記入してください。
　　※　長野県が発注する製造の請負及び買入れ等の競争入札参加資格者においては、下欄
　　　に登録番号を記載することで、上記①～③の提出に代えることができます。

	登録番号
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（別紙２）
長野県立歴史館喫茶室カウンタースペースの貸付けに係る応募事業者の役員等一覧
法人所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　
法　人　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　

	役職名
	（ふりがな）
氏　名
	性別
	生年月日
	住　　　所

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	

	


	
	男・女
	明治・大正
昭和・平成
年　　月　　日
	


※　本様式には、法人登記簿謄本（現在事項全部証明書）に記載されている役員全員（現在就いている方）及び支店若しくは営業所を代表する方で、役員以外の方について記載してください。
※　個人事業者の方は、「氏名 (ふりがな)」、「性別」、「生年月日」、「住所」を記載してください。
※　収集した個人情報については、契約締結事務等の本来の目的を達成するために使用することとし、その他の目的のためには一切使用しません。
　　ただし、応募資格審査のため、応募者等（法人の場合は役員等を含む）について、警察当局へ照会を行います。
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（別紙３）


委　　　　任　　　　状

令和８年　　月　　日

長野県立歴史館長　小松　健一　様


委任者
住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印



下記のとおり権限を代理人（復代理人）に委任します。

記

１　発注件名（業務名）　長野県立歴史館喫茶室カウンタースペースの貸付け

２　委任事項　　　　　　入札及び見積に関すること。

３　受任者

(1) 住　　　　所

(2) 名　　　　称

(3) 職氏名及び使用印　　　　　　　　　　　　印
（別紙４）
申　込　（　見　積　）　書
令和８年　　月　　日
長野県立歴史館長　小松　健一　様

申込人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
代理人住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　長野県立歴史館喫茶室カウンタースペースの貸付けの募集について、募集要領を熟覧し、承諾した上で下記のとおり応募します。
　なお、申込人は、募集要領の応募資格の要件をすべて満たしています。

記
【申 込 物 件】
財産の名称：長野県立歴史館
所　在　地：千曲市大字屋代260-6
	採用順位
	貸付
物件
番号
	貸付箇所
	貸付面積
	応募価格（賃貸借料年額）

	
	
	
	
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円

	１
	１
	１階喫茶室内カウンタースペース
	１９．８７㎡
	
	
	
	
	
	
	



※１　消費税に係る課税事業者であるのか免税事業者であるかを問わず、要領へ記載の計算のとおり見積る金額から当該金額に消費税法及び地方税法に定める率をもって計算した消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた金額を見積書に記載してください。
※２　契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額のうち、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって決定価格とします。　　

（別紙５）
誓　　約　　書

令和８年　　月　　日

長野県立歴史館長　小松　健一　様

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
(所在地)　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名                            　
(名称及び代表者名)　　　　　　　　　　

　長野県立歴史館が実施する長野県立歴史館喫茶室カウンタースペースの貸付けに係る県有財産貸付の見積合わせへの申し込みにあたって、現在及び今後資格有効期間終了時まで下記の事項に該当しないことを誓約します。
　これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。

記

１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者。

２　自己又は自社の役員等が次のいずれかに該当する者。
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員である者。
（２）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者。
（３）暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者。
（４）自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。
（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者。
（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者。

３　清算手続中の者、破産手続中の者、再生手続中の者、更生手続中の者、承認援助手続中の者又は特別清算に関する手続中の者。

４　風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は第13項に規定する接客業務受託営業を営む者。

５　インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年法律第83号）第２条第３号に規定するインターネット異性紹介事業者。

６　県税を滞納している者。

７　法令に違反している者など、契約の相手方として適切でない者として財産管理者が別に定める者。

８　契約の相手方として不適当な行為をする次の者。
　（１）暴力的な要求行為を行う者
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４）偽計又は威力を用いて県の業務を妨害する行為を行う者
（５）その他(1)から(4)に準じる行為を行う者






















(付表１)
県　有　財　産　賃　貸　借　契　約　書（案）

長野県立歴史館長　小松　健一（以下「貸主」という。）と○○○○（以下「借主」という。）とは、次の条項により、借地借家法（平成３年法律第90号。以下「法」という。）第38条の規定に基づく、県有財産の定期建物賃貸借契約を締結する。

（信義誠実の義務）
第１条　貸主借主両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

（賃貸借物件）
第２条　賃貸借物件は、次のとおりとする。
	所　在　地
	行政財産の名称
	区　分
	貸付面積
	備考

	長野県千曲市大字屋代260-6
	長野県立歴史館
	建物
	19.87㎡
	詳細は別紙仕様書のとおり。


[bookmark: _Hlk221889275]
（指定用途等）
第３条　借主は、賃貸借物件を直接、事業（利用）計画書に記載の事業の用（以下「指定用途」という。）に供しなければならない。
２　借主は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙仕様書記載の「運営条件」を遵守しなければならない。

（指定期日）
第４条　借主は、貸借物件を、令和８年（2026年）６月１日までに指定用途に供しなければならない。

[bookmark: _Hlk155815451]（指定期間）
第５条　借主は、賃貸借物件を、前条に定める期日（第６条の規定により前条に定める期日を延期したときは、延期したその日）から賃貸借期間満了の日まで、引き続き、指定用途に供しなければならない。

（指定期日、指定用途の変更等）
第６条　借主は、不可抗力による賃貸借物件の滅失、損傷その他真にやむを得ない事由により第３条に定める指定用途の変更又は第４条に定める指定期日の変更を必要とするときは、事前に詳細な事由に付した文書をもって、貸主の承認を求めなければならない。
２　前項の規定による借主の申請に対する貸主の承認は、文書によるものとする。
３　貸主が前項の規定により指定用途又は指定期日の変更をする場合、借主は、貸主の請求する金額を貸主に納付しなければならない。
４　貸主が第２項の承認をしたときは、第22条及び第25条の規定を適用しない。

（賃貸借期間）
第７条　賃貸借期間は、令和８年（2026年）４月１日から令和10年（2028年）３月31日までとする。

（契約更新等）
第８条　本契約は、法第38条の規定に基づくものであるから、法第26条、第28条及び法29条第１項並びに民法（明治29年法律第89号）第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新（更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。）は行われず、賃貸借期間の延長も行われないものとする。
２　貸主は、前条に規定する期間満了の１年前から６か月前までの期間（以下「通知期間」という。）に借主に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。
３　貸主が、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を借主にした場合、当該通知日から６か月を経過した日をもって、本契約は終了する。

（賃貸借料の額）
第９条　賃貸借料は、年額金○○○○円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○円）とする。
２　１年未満の期間に係る賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、日割計算により算定した額とする。

（賃料および諸費用の改定）
第10条　貸主および借主は法令等の改正に基づく事情により前条の賃料を改定する必要があるときは、賃料の改定を相手方に申し入れることができる。
２　賃料の改定の申し入れがあったときは、貸主、借主両者協議のうえ決定する。

（賃貸借料の支払）
第11条　借主は、貸主の発行する納入通知書により、貸主の指定する納入期限までに、その年度に属する賃貸借料を貸主に支払わなければならない。

（契約保証金）
第12条　借主は、納付を免除されない場合、契約締結と同時に契約保証金として、金○○○円を貸主に納付しなければならない。
２　貸主は、第７条に規定する期間が満了し、又は第23条により契約を中途解約され、第26条に定める義務を履行したときは、契約保証金を借主に返還するものとする。
３　契約保証金には、利子を付さないものとする。
４　契約保証金は、貸主が第25条の規定により契約を解除したときは、貸主に帰属するものとする。

（遅延損害金）
第13条　借主は、前条に定める納入期限までに、賃貸借料を支払わないときは、遅延損害金を貸主に支払わなければならない。
２　貸主は、前項の規定による遅延損害金を、県税外収入金の延滞金徴収条例（昭和39年３月30日条例第12号）に準じて徴収するものとする。

（管理経費の支払）
第14条　借主は、賃貸借物件の管理上必要となる経費を貸主の発行する納入通知書により、納期限までに、貸主に支払わなければならない。

（賃貸借物件の引渡し）
第15条　貸主は、第７条に定める賃貸借期間の初日に賃貸借物件をその所在する場所において、借主に引き渡すものとする。

（転貸等の禁止）
第16条　借主は、貸主の承認を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸し又は賃借権の設定をしてはならない。

（使用上の制限）
第17条　借主は、賃貸借物件を善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
２　借主は、賃貸借物件の使用について、貸主から指示があったときは、貸主の指示に従わなければならない。

（原状変更等）
第18条　借主は、貸主の許可を得て、第３条に定める指定用途に必要な範囲内で、賃貸借物件の原状を変更することができるものとする。
２　借主は、賃貸借物件の原状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した文書をもって、貸主の承認を求めなければならない。
３　貸主は、借主から前項の承認申請があったときは、遅滞なく事情を調査し、文書により回答するものとする。
４　賃貸借物件の原状変更、及び原状変更した部分に係る修繕、維持、保存、その他の行為をするための経費は、すべて借主の負担とする。

（滅失又は損傷等の通知）
第19条　借主は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は損傷した場合又はその他の事情により賃貸借物件が使用収益できなくなった場合は、直ちにその状況を貸主に通知しなければならない。

（実地調査等）
第20条　貸主は、賃貸借期間中、必要に応じ、借主に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は、所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合、借主は、その調査を拒み若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（契約不適合責任等）
第21条　借主は、この契約締結後、賃貸借物件の種類、数量、性質が契約目的に適合しないことを発見しても、貸主に対し、損害賠償の請求をすることができない。
２　借主は、賃貸借物件が、その責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、賃貸借物件が使用収益できなくなった場合は、当該滅失又は損傷した部分につき、貸主の認める金額の減免を請求することができる。
３　借主は、第19条に定める通知義務を怠った場合は、前項に定める請求をすることができない。

（違約金）
第22条　借主は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める金額を違約金として貸主に支払わなければならない。ただし、その該当するに至った事由が借主の責に帰することができないものであると貸主が認めるときは、この限りではない。
[bookmark: _Hlk155805836]（１）第３条第１項若しくは第４条に定める義務に違反したとき（第２号に該当するときを除く。）又は第20条に定める義務に違反して貸主の実地調査を拒み若しくは妨げたとき　賃貸借期間の賃貸借料総額の１割に相当する金額
[bookmark: _Hlk155856960]（２）第３条第１項若しくは第４条に定める義務に違反して賃貸借物件を指定用途以外の用途に供した場合で、貸主が特に悪質と認めるとき又は第16条に定める義務に違反したとき　賃貸借期間の賃貸借料総額の３割に相当する金額
２　前項に規定する違約金は、違約罰であって、第28条に定める損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

（契約の中途解約）
第23条　貸主、借主両者は、契約期間の途中であっても、本契約を解約することができる。
（１）貸主からの申出により解約するときは、貸主は、解約する日の６か月前までの期間に、借主に対し、本契約を解約する旨を書面によって通知するものとする。
（２）借主からの申出により解約するときは、借主は、解約する日の３か月前までの期間に、貸主に対し、本契約を解約する旨を書面によって通知するものとする。
２　前項に関わらず、貸主は、賃貸借物件を公用若しくは公共用に供するために必要とするときは、直ちに本契約を解約することができる。

（賃借料の還付）
第24条　借主は、前条に基づき契約を中途解約したとき、その他借主の責に帰さない事由により賃貸借物件を使用できなくなったときは、既に支払っている当該年度分の貸付料の一部の還付を請求することができる。
２　前項により借主に還付する額は、貸主が借主と協議のうえ定めるものとする。

（契約の解除）
第25条　次の各号の一に該当するときは、貸主は、本契約を解除することができる。
（１）借主が、本契約に定める義務を履行しないとき。
（２）借主が、本契約に係る「募集要領」に定める応募資格要件（以下「応募資格要件」という。）について偽って応募したことが明らかになったとき又は、応募資格要件を満たさなくなったとき。
（３）借主が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関係者」という。）に該当する旨の通報を警察から貸主が受けたとき。

（賃貸借物件の返還）
第26条　賃貸借期間が終了したとき又は前条の規定に基づき貸主が契約を解除したときは、借主は、貸主の指定する期日までに、賃貸借物件を、その所在する場所において貸主に返還しなければならない。

（原状回復義務）
第27条　次の各号の一に該当するときは、借主は、自己の負担において賃貸借物件を原状に回復しなければならない。
（１）借主の責に帰する事由により賃貸借物件を滅失又は損傷した場合で、貸主が原状回復を要求するとき。
（２）前条の規定により賃貸借物件を貸主に返還するとき。（賃貸借物件を原状に回復することが適当でないと貸主が認めたときを除く。）

（損害賠償）
第28条　借主は、その責に帰する事由により賃貸借物件の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、その滅失又は損傷による当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として貸主に支払わなければならない。ただし、前条の規定により当該物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
２　前項に規定する場合のほか、借主は、本契約に定める義務を履行しないため貸主に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として貸主に支払わなければならない。

（有益費等の請求権の放棄）
第29条　第26条の規定により賃貸借物件を返還する場合において、借主が賃貸借物件に投じた改良費等の有益費、修繕費、その他の費用があっても、借主はこれを貸主に請求しないものとする。

（契約の費用）
第30条　この契約に要する費用は、借主の負担とする。

（暴力団員又は暴力団関係者からの不当介入を受けた場合における措置義務）
第31条　借主は、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けたときは、これを拒否し、速やかに所轄の警察署に通報して捜査上必要な協力を行うとともに、その内容を貸主に報告しなければならない。

（疑義の決定）
第32条　本契約に関し疑義のあるときは、貸主、借主両者協議のうえ決定するものとする。

（裁判の管轄）
第33条　本契約に関する訴訟は、長野県立歴史館所在地を管轄する長野地方裁判所に提訴するものとする。

上記契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。


令和８年（2026年）　　月　　日

貸　　主　　住　　所　長野県千曲市大字屋代260-6
　　　　　　　　　　　　　職・氏名　長野県立歴史館長　 小松　健一　　 　㊞

借　　主　　住　　所
　　　　　　職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
















７歴第320号付表２

令和８年　月　日


定期建物賃貸借契約についての説明


　　　　　　　　　　　　　　貸主　住所　長野県千曲市大字屋代260-6 
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　長野県立歴史館長　小松　健一

　下記物件について定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、借地借家法第３８条第３項に基づき、次のとおり説明します。
　下記物件の賃貸借契約は、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約（再契約）を締結する場合を除き、期間の満了の日までに、下記物件を明け渡さなければなりません。

記

１．物件
	財産名称
	所　在　地
	貸付箇所
	貸付面積

	長野県立歴史館
	長野県千曲市大字屋代260-6 
	喫茶室カウンタースペース
	19.87㎡



２．契約締結日　令和８年　月　日

３．賃貸借期間　令和８年（2026年）４月１日から
　　　　　　　　令和10年（2028年）３月31日まで


　上記物件につきまして、借地借家法第３８条第３項に基づく説明を受けました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　借主　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

